
❏ 商品中古自動車証明申請の流れ
商品中古車の自動車税減免申請をするために

4月中に商品中古自動車の証明を申請査定協会へ

審査後、自動車税減免申請書を交付
順次交付、最終交付日5/20

査定協会より

自動車税納付書が届く管轄県税より

査定協会が商品中古自動車と証明した申請書

5月中に自動車税の減免を申請
管轄県税へ

兵庫県が承認した

自動車税減免額の還付
兵庫県税
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⚫ 申請者が所有している全車両に係る自動車税を、5月末日現在滞納していないこと
   
⚫ 本年度の自動車税について、納期限内に納付していること

⚫ 地方税法上の違反行為などの処分から一定期間を経過していること

⚫ 受付期間内の申請であること

減免の条件

⚫ 申請者・古物商許可証・所有者・使用者 4つの名義が同一であること

⚫ 本年3月31日までに移転登録し、中古自動車販売業者が商品車として所有し、
展示している中古自動車であること

⚫ 社用車、代車、新規登録車(新車・中古車)、継続検査車、レンタカー、取得後に
用途を変更したもの、他府県登録車 以外であること

⚫ 受付期間内の申請であること

⚫ 送付申請は申請受付期間内に、完備した申請書必着、申請手数料着金である
こと

※軽自動車は県税ではないため、課税の市町村へお問い合せください

申請の条件

❏ 申請する前に確認してください
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グラフィカルユーザーインターフェイス  , テキスト, アプリケーション, メールAI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/pa04_000000021.html


商品中古自動車証明申請書⑴

古物商許可証(写)⑵

旧自動車検査証(写)または
自動車検査証記録事項(写)

⑶

古物台帳(写)または在庫表(写)⑷

商品中古自動車証明申請 申込書⑸

申請手数料 ※現金または銀行振込のみ⑹

❏査定協会への申請に必要な書類は5種類あります
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以下「記録事項」という

商品中古自動車証明申請書

古物商許可証(写)

自動車検査証記録事項(写)

申請手数料 ※現金または銀行振込のみ

古物台帳(写) または 在庫表(写)

商品中古自動車証明申請 申込書

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

※電子検査証不可、添付不要です



⑴ 商品中古自動車証明申請書 ※当協会窓口で配布

• 4枚複写となっており、1部で10台申請できます。

• 申請書記入欄外にある要領に従い記入してください。

注②～⑤は記録事項の内容を転記、注⑥は車両の展示場名を記入してください。

• 申請書太枠内に記入した申請№(注①)を、添付書類の 記録事項(写) と 古物

台帳(写)記載箇所 へ目立つよう記入してください。

• 定置場が複数あり管轄県税が分かれる場合は、管轄毎に分けて申請書を作成し

てください。 ※一括課税、課税地指定を除く

• 申請日、担当者名、メールアドレス、古物商許可証番号など、太枠内は空欄なく

全て記入してください。

• 審査時に当協会より申請内容についてお問合せする場合があります。電話の際に

申請書類を確認できるよう備えてください。

※必要に応じてコピー、スキャン、写真等、便宜な方法で控えを残してください

❏ 申請書類について

(注①) (注②) (注③) (注④)

(注⑤)

(注⑥)
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神戸市東灘区

魚崎浜ショールーム

兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町33

三工区魚浜中古車販売株式会社

2026 4 3
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• 本年3月31日までに発行された、有効期間内かつ備考欄が [移転登録] の
自動車検査証記録事項。

• 記録事項がない場合、運輸監理部が本年4月に発行する 登録事項等証明
書 保存記録 でも可。但し移転登録を確認できること。

• 備考欄が移転登録以外の記録事項は、本年4月発行の 登録事項等証明
書 保存記録が必要。但し所有者・使用者及び所有権の移転と所有年月日
の確認ができること。

• 本年3月末日までに有効期間が満了している移転登録の記録事項は、本年4
月発行の 登録事項等証明書 現在記録 が追加で必要。

• 電子検査証不可、添付不要。

• 記録事項は申請№を記入すること。

• 記録事項の写しはA4サイズのまま、用紙の向きを揃え、申請№順にすること。
※集約コピー、縮小コピーをしないこと
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電子検査証の添付不要

電子検査証見本

⑶ 自動車検査証記録事項(写) ※記録事項という

⑵ 古物商許可証(写)

• 申請と同一である名義、住所、古物商許可番号が確認できる写しであること

• 汚損、擦れ等により記載内容が判読できない写し不可

• 2018年10月24日より前に交付された許可証は、警察署へ主たる営業所等の
届済みであること

• 上記許可証で2020年以降、一度も減免申請をしていない場合は、警察署への
届出の際の受領書(写)を添付すること

• 行商従業者証は不可

※ 窓口ではコピーサービスはありません、写しをご持参ください



⑸ 商品中古自動車証明申請 申込書 ※当協会窓口またはウェブサイトで入手

•査定協会兵庫県支所の窓口、または本サイトからダウンロードできます。

•申請書と同じ名義を記入してください。

•申請台数、支払金額等、太枠内は漏れなく記入してください。

•審査後、査定協会が交付する自動車税減免申請書の受取方法を必ず選択してください。

⑹ 証明申請手数料

•手数料の支払方法は現金と銀行振込のみです。

•銀行振込の場合は、振込明細(写)を申請書類に添付してください。

•入金確認できない申請は受理しません。

•4/1～4/30の受付期間外に着金となる銀行振込はお断りします。

•審査の結果、証明要件の対象外、重複申請等の手数料は返戻しません。

•法律により送付申請書類に現金同封は厳禁です。

商品中古自動車証明申請書 記入要領⑷

商品中古自動車証明申請書 記入要領⑸

商品中古自動車証明申請書 記入要領⑹
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受付期間　4/1～4/末日(休日はその前営業日まで） 　窓口 9:00～12:00　13:00～17:00

太枠内すべて記入してください           年 　 　  　月　　　　　日 

申請に関する問合先

交 付 方 法   窓口 → C → E  窓口 → C → E 送付 → C → D

申 請 台 数 台

申請手数料
550円/台(税込)

円

送料770円
送付受取の場合のみ

円

支 払 合 計
円

領収書宛名 申請と同じ名称 右の名称

※現金払いのみ領収書発行

申請書送付先 申請住所と同じ 下記へ送付  

申請と異なる送付先
  〒

TEL

住　 所

名　 称

交付連絡 無  有 ： 連絡先

✓ ✓

受領日 受領印またはサイン

年　　　　　　月　　　　　　日

※審査後に交付される自動車税種別割減免申請書を

　 送付で受け取る場合の送料は770円(税込)

申請書受領

商品中古自動車の証明を申請する車両に、社用車、代車、新規登録車(新車・中古車）、継続検査車、レンタカー、
軽自動車、他府県登録車等、自動車税減免対象外の申請及び重複する申請はありません。

窓口は書類の受理であり審査ではないこと、また、送付・窓口申請ともに審査により追加提出書類が必要になる
場合があること、証明不可により削除される場合があること、また削除や重複による申請手数料の返戻がないこ
とを同意のうえ申請します。

〒

〒

〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町33 一般財団法人日本自動車査定協会兵庫県支所 Tel 078-441-1701 Fax 078-441-1703

送付申請のみ振込日を記入

年 4 月 日

⑥申請手数料の振込明細(写)

送
付
申
請
①
～
⑥

①商品中古自動車証明申請書4枚複写

②古物商許可証(写)

③自動車検査証記録事項(写) ※電子検査証不可・添付不要

④古物台帳(写)または在庫台帳(写)

⑤商品中古自動車証明申請申込書 ← 本紙

窓
口
申
請
①
～
⑤

窓口 → → 送付 → →

※

古
物
商
許
可
証
及
び
申
請
書
と
同
じ
内
容
を
記
入

商品中古自動車証明申請申込書

⑷ 古物台帳(写)または在庫表(写)

•在庫表、コンピュータ出力帳票、取引伝票でも可。

※古物台帳等(写)が無い申請は受理しません。

•❶ 仕入日 ❷ 仕入先氏名又は名称 ❸ 登録番号 ❹ 車台番号(省略不可)  

❺ 車名(ペットネーム・色・年式など)  が記載してあり在庫確認できること。 ※仕入額等不要

•古物台帳または在庫表へ申請№を該当箇所へ記入すること。



注① 注②
注③ 注④

注⑤

注⑥

１  
3XX

さ 3104

査定 太郎
078 441 1701 査定庫太郎
sateikyokai@hyogo.jp

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

Ｒ
8 １ 7 US O 99-

9999999

魚浜中古車センター

兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町33

三工区魚浜中古車販売株式会社

2026 4 3

神戸市東灘区

〃
〃

令和 ８年 1 月 ７日

令和 8 年 1 月 7 日 令和 9年 4月 17日

三工区魚浜中古車販売株式会社

兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町３３ [12345  6789]

ＤＢＡ－ＵＳＯ９９

ＵＳＯ９９－９９９９９９９

神戸 ３ＸＸ さ ３１０４

123456789012自 動 車 検 査 証 記 録 事 項

注②

注③

注④

注⑤

注①

1  

[神戸] , 移転登録 , 管轄変更入 .

車台番号

自動車登録番号又は車両番号

使用の本拠の位置

登録年月日/交付年月日

４.備考

古物商許可証 番号

古物商許可証 代表

申請日

ショールーム名、店舗名など

定置場(使用の本拠の位置)

展示場名

❏ 申請書記入要領

商品中古自動車証明申請書

申請書欄外の注記について補足
   
① 申請№欄は連番を記入し、添付書類の自動車検査証記録事項（以下記録事項）と古

物台帳の記載箇所に同じ申請№を明記する。

② 自動車登録番号欄は、神戸・姫路どちらかを○で囲むこと

③ 所有年月日欄は記録事項の登録年月日を転記する。

但し、4.備考が移転登録以外の場合は本年4月発行「登録事項等証明書 保存記

録」の登録年月日欄にある移転登録をした日を転記する。

④ 車台番号欄は記録事項の車台番号を転記する。

⑤ 定置場欄は記録事項の使用の本拠の位置の市（神戸市は区まで）または町までを記載
する。

⑥ 展示場名欄は本年4月1日現在の展示場名を記載する。

※   2行目以降、定置場と展示場名が１台目と同一であれば 「〃」 と記入可。

２  
3XX

て 3104

Ｒ
8 １ 7 Ｄ Ｊ 8 8 -

9999999

古物商許可証 住所

古物商許可証 名義

電話番号、担当者名
メールアドレスを記入

1から連番を記入し、
当該検査証と古物
台帳の記載箇所に
同じ番号を明記

神戸市は区まで記入すること
神戸市以外は市または町までを記入

例 尼崎市、佐用町など
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車台番号自動車登録番号申請№
所 有
年月日



申請書は3月下旬に、査定協会
窓口と県税窓口に設置します。

送付をご希望の場合は、専用の
FAX送信票にて査定協会へお申
し込みください。
お申し込み受付順に、送料着払
宅配便で発送いたします。

❏ 申請先と申請書についての補足

申請書はA～Dの4枚を切り離さず提出してください

658-0024

兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町33 兵庫県自動車会館2F

TEL 078-441-1701 FAX 078-441-17003

平日 9：00～12：00 13：00～17：00 ※土日祝を除く

来所される場合は2Fエレベーター正面の扉よりお入りください

日本自動車査定協会兵庫県支所

A

申請書はB～Cの２枚を切り離さずに提出してください
 

申請する管轄県税事務所が不明な時は、自動車検査証 使用の本拠の位置

をご確認ください ※一括課税、課税地指定を除く
 

県税事務所一覧は右QRより確認できます

兵庫県税

B
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